
 

 

伊藤病院  院内感染対策委員会規程 
 

 

（設 置） 

第 1 条 伊藤病院に「院内感染対策委員会」（以下、「委員会」という）を置く 

 

（目 的） 

第2条 委員会は院内感染の発生を未然に防止するために必要な施策を講じることを 

目的とする 

 

（構 成） 

第 3 条 委員会は、以下の委員をもって構成する 

１）院長 

２）臨床検査技師 

３）看護師長 

４）薬剤師 

５）管理栄養士 

６）事務長 

７）その他、院長が必要と認めた者 

 

（開 催） 

第 4 条 委員会は、原則 1ヶ月に 1回開催する 

 

（運 営） 

第5条 委員会に委員長および副委員長をおく。委員長は、必要に応じ委員会を 

招集し、その議長となる 

 ２ 委員会の委員長および副委員長は、病院長が指名する 

 ３ 委員長が欠席の場合は、副委員長が議長となる 

 ４ 委員長は、特に必要と認めた場合は、委員以外の者を出席させ意見を聞き、 

または資料の提出を求めることができる 

 ５ 委員長が適当と認めた事項については、書面付議を行うことができる 

 ６ 委員は、その委員会で話し合われた内容を、委員長の許可なく委員以外の者に

洩らしてはならない 

 

（任 期） 

第６条 委員の任期は１年とする。但し、再任は妨げない 

 ２ 欠員により補充された委員の任期は、前任者の在任期間とする 



 ３ 委員は任期が満了した場合においても、新たに委員が選出されるまでは、 

第 1項の規定に関わらず、引き続きその職務を行うものとする 

 

（審 議 事 項） 

第７条 委員会は次の事項について調査・審議する 

 １）院内感染の発生を未然に防止するために必要な施策に関する事項 

 ２）サーベイランスデータに基づく、院内感染の発生状況の把握と対策に関する 

事項 

３）指定抗菌薬適正使用に関する事項 

４）院内感染対策に係る緊急事態（重大な感染事例発生時等）への対応に関する 

事項 

５）院内感染対策マニュアルの改訂に関する事項 

６）院内感染予防のために必要な衛生管理及び職員教育に関する事項 

７）その他、院内感染防止対策に関する事項 

 

（記録の保持） 

第８条 委員会の事務は、事務長が担当する。会議資料及び議事録の作成は、各委員 

が協力して行う 

議事録は病院長の決裁後、事務部門で保管する 

 

（感染対策チーム「IＣＴ」の設置） 

第９条 院内感染を防止するための具体的な対策を検討するため、感染対策チーム 

（以下「ＩＣＴ」という）を置く。 

２ IＣＴに関する事項については、「感染対策チーム内規」に定める 

 

（報 告） 

第１０条 審議事項の上伸方法については、病院運営会議への報告承認又は病院長決 

裁によるものとする 

 

（規定の変更） 

第１１条 この規定の変更は、委員会の議を経て、病院長の承認を得て行うものと 

する 

 

 

附 則 

本規程は平成１０年 ４月１日より実施する。 

平成１７年１０月 １日 改訂 

平成２０年 ４月 １日 改訂 

平成２３年 ４月 １日 改訂 

平成２４年 ４月 １日 改訂 



平成２５年 ５月 １日 改訂 

平成２６年 ４月 １日 改訂 

平成２７年 ７月１０日 改訂 

平成２８年 ５月 １日 改訂 

平成２９年 ５月 １日 改訂 

 


